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聖籠町固定資産評価審査委員会規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

平成２８年３月１７日 

聖籠町固定資産評価審査委員会 委員長 渡邊 幸明   

聖籠町固定資産評価審査委員会規程第１号 

聖籠町固定資産評価審査委員会規程の一部を改正する規程 

聖籠町固定資産評価審査委員会規程（昭和３９年聖籠町固定資産評価審査委

員会規程第３号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第１４条」を「第１６条」に改める。 

第８条中「規定によって」の次に「相当の期間を定めて」を加える。 

 第２３条中「第１０条」を「第１２条」に改める。 

 第２４条中「第１１条」を「第１３条」に改める。 

第３０条を第３１条とし、第２６条から第２９条までを１条ずつ繰り下げ、

第２５条の次に次の１条を加える。 

 （審査請求人等による提出書類等の閲覧等） 

第２６条 法第４３３条第１１項において読み替えて準用する行政不服審査法

（平成２６年法律第６８号）第３８条第１項の規定による提出書類等の閲覧

又は写し等の交付の求めは、提出書類等閲覧等請求書（別記様式第２１号）

により行うものとする。 

２ 委員会は、前項の求めがあった場合は、閲覧又は写し等の交付の可否を決

定し、提出書類等閲覧等決定通知書（別記様式第２２号）により通知するも

のとする。 

別記様式第１号を次のように改める。 
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別記様式第２号の１を次のように改める。 
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別記様式第２号の２を次のように改める。 
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別記様式第２号の３を次のように改める。 
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別記様式第５号を次のように改める。 
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別記様式第１５号を次のように改める。 

 



-8- 

別記様式第１７号を次のように改める。 
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別記様式第２０号の次に次の２様式を加える。 
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   附 則 

 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 


